
様式第１号 

現 場 説 明 書                  

 

１ 工 事 名      永平寺キャンパス 交流センター照明器具更新工事 

 

２ 工事場所  吉田郡永平寺町松岡兼定島４－１－１ 

 

３ 工事の施工について 

工事の施工に関しては、次の点に配慮すること。 

(1) 下請業者を選定する場合には、福井県建設工事元請下請関係適正化指導要綱によること。  

(2) 県内産の材料、製品等について、積極的に使用するよう努力し、資材の発注についても地元

を活用するよう努めること。  

(3) 工事受注者の責任において、資材の運搬、工事車輌の出入り、駐車場の設置について、大学

関係者と十分調整し、法令順守の上、周辺道路の一般交通、安全等に支障の無いよう努める

こと。また、仮設計画等において、学生等の安全確保に十分配慮すること。 

(4) 本工事の工事範囲は主に交流センターであり、同時に「Global Gateway 建築工事・機械設

備工事・電気設備工事」の工事を行っており、また、「（仮称）交流センター空調熱源改修工

事」も発注予定としており、施工箇所が輻輳する箇所もあることから、監督職員および工事

関係者と十分に日程調整および協議を行うこと。（２月２６日までに施工完了すること） 

(5) 交流センター東側壁面の屋上付近にある大学名サイン照明は、本学の広告的な夜間照明で

あるが経年劣化が著しいため、早い施工が望ましい。（２月２６日までに施工完了すること）  

(6) 学生会館は学生のための施設として常時使用しているため、夏季休暇中（８月１０日～９月

２７日）、または春季休暇中（２月１０日～３月１２日（工期））に工事が完了するよう工期

を調整すること。また、当該期間中であっても予定外の使用がある場合もあるので、工事開

始時期及び完了時期等の工程および、作業調整を学校関係者と綿密に行うこと。 

(7) 工事開始時期・完了時期等の工程および作業の調整を学校関係者と綿密に行い、学生・教員

への周知を徹底すること。 

(8) 工事車輌進入路等を含む工事において利用する範囲については、適切に養生を行うともに、

工事完了後は原状復旧を行うこと。  

(9) 大学施設の運営状況の把握に努め、日々の工程調整を綿密に行うこと。特に停電、断水、騒

音、振動、粉じんを伴う作業等、大学の運営に支障のある作業については施設管理者と協議

のうえ、支障がないよう細心の注意を払うこと。また、施設使用者、とりわけ学生等の安全

確保に十分配慮すること。 

(10) 監督職員の事前承諾のもと、土曜日、日曜日、祝日に作業を行ってもよいものとする。ただ

し、以下の期間は工事を中断すること。 

また、当該日の前日までに工事材料などの移設など、周辺美化に協力依頼する場合がある。 

①令和８年 ８月 ９日（日）オープンキャンパスのため学内への入構禁止 

②令和８年 ８月３０日（日）～３１日（月）試験のため学内の騒音・振動作業禁止 

③令和８年 ９月１６日（水）～１９日（土）学内行事のため騒音・振動作業禁止 

④令和８年１１月 ３日（火・祝）計画停電のため入構禁止 

⑤令和８年１１月２１日（土）～２３日（月・祝）試験のため学内の騒音・振動作業禁止 

⑥令和９年 １月１６日（土）～１７日（日）試験のため学内の騒音・振動作業禁止 

⑦令和９年 １月３０日（土）～３１日（日）試験のため学内の騒音・振動作業禁止 

⑧令和９年 ２月２５日（木）入学試験のため学内への入構禁止 

⑨令和９年 ３月１２日（金）入学試験のため学内への入構禁止 



 

(11) 必要に応じて工事エリア周辺の清掃を行うこと。 

(12) 建設副産物 

1) 建設副産物、建設廃棄物は、現場で種類別に分類集積すること。 

2) 特定建設資材廃棄物（コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材

等）が発生するときは、再資源化施設へ搬出すること。 

3) 再生資源となるものについては、中間処理を経て再利用を図ること。 

4) 建設廃棄物については、関係法令に従い適切に処理すること。 

(13) 施工にあたっては「福井県建設リサイクルガイドライン」に留意すること。 

(14) 建設現場において、感染症拡大防止対策として、手洗い・うがいなどの感染予防対応に加

え、「密閉・密集・密接」の回避等の徹底をすること。 

(15) 据付にあたり耐震性確保の確認を行い、方針、計算、施工記録を提出すること。 

 

４ 墜落制止用器具の着用について  

労働安全衛生法施行令第 13 条第 3 項第 28 号における墜落制止用器具の着用は、「墜落制止

用器具の規格」（平成 31年厚生労働省告示第 11 号）による墜落制止用器具（フルハーネス

型墜落制止用器具、胴ベルト型墜落制止用器具及びランヤード等）とする。  

   

５ 労災補償に必要な法定外の保険契約について  

受注者は、｢公共工事の品質確保の促進に関する法律｣(令和元年法律第 35 号)に基づき、公

共工事等に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険

（法定外の労災保険）へ加入すること。  

 

 ６ その他 

(1) 設計書に記載されている数量等は、参考である。 

(2) 問い合わせは、福井県立大学経営企画部財務課へ行うこと。 

(3) 本工事は、入札時に工事内訳書（細目別内訳までを含む。）の提出を求める工事である。 

提出がない場合、入札が無効（失格）となるので注意すること。 

  

 

 


